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１．はじめに 

 核の「先制使用（first use）」とは、核兵器以外の手段で武力攻撃を加えてきた敵

対国に対し、先んじて核兵器を使用することを意味する。他方、核の「先制不使用（no 

first use）」とは、核兵器を相手より先に使用することはないが、相手の核使用に対

しては報復使用の選択肢を留保するというものである。 

冷戦時代にあっては、核の先制使用とは、通常、武力紛争中、敵対国よりも先に核

兵器を使用すること、すなわち「先行
．．

」使用を指していた。核兵器を用いて戦端を開

くことも語義的には核兵器の先制使用の範疇に入るが、こうした核兵器を用いた先制

核攻撃と武力紛争中の核の先制使用は区別されなければならない。しかしながら往々

にして、こうした区別をせずに、核兵器を用いて戦端を開くことも核の先制使用の範

疇に入れて議論される傾向がある。国際法上、他に対処手段がないことを条件に、差

し迫った軍事的脅威を排除するための先制攻撃（preemptive strike）が自衛権の行使

として許容されているためであろう。先制核攻撃のもう一つの形態として「ファース

ト・ストライク（first strike）」と呼称されるものがある。これは、先制核攻撃で敵

対国の戦略核戦力に報復能力が残存しないほどの壊滅的損害を与える核攻撃で、「武装

解除的ファースト・ストライク（disarming first strike）」と称されることもある。 

このように核の先制使用には様々な形態があるが、核使用をめぐる政治・道義的障

壁を考慮するならば、武装解除的ファースト・ストライクは勿論のこと、差し迫った

軍事的脅威に直面した場合であっても核兵器による先制攻撃で戦端を開く蓋然性は極

めて低い。あり得るとすれば武力衝突勃発後の戦闘作戦行動の流れを受けてやむを得

ずに敵対国に先んじて核使用に走るという「先行
．．

」使用であろう。したがって本稿で

は、核の先制使用という場合、武力紛争中に交戦国の一方が先に核兵器の使用に踏み

切ることを指すことにする。 

 核保有国1 が核の先制使用、先制不使用のいずれを採るかによって、核抑止戦略や

核軍縮に大きな差異をもたらす。本稿は、核時代に入ってから今日までの核の先制使

用と先制不使用をめぐる議論の流れを概観し、核の先制不使用の意義と課題を論ずる

こととする。 

                                                                                                                                                     
1 本稿で「核保有国」と称する場合、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）上の５核兵器国に加え、ＮＰＴの枠外

で核兵器を保有するようになったインド、パキスタンのほか、同じくＮＰＴ未加盟で核兵器の保有が確か

らしいイスラエル、さらにはＮＰＴを脱退して核爆発実験を行った北朝鮮を指している。 
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２．核の先制使用、先制不使用をめぐる核保有国の姿勢 

（１）米国及びＮＡＴＯ 

 米国における核の先制使用、先制不使用をめぐる議論は 1950 年代の初め頃迄さかの

ぼる。対ソ封じ込め政策に軍事的色彩を強める契機となった国家安全保障会議文書Ｎ

ＳＣ-68 は 1950 年９月にトルーマン大統領によって承認されたが、その文書は、核の

先制不使用政策を米国が弱体であるとか、あるいは同盟国を見捨てるとの印象を与え

かねないとして明確に拒否している2。アイゼンハワー政権になると、米国は核の先制

使用政策を明確に打ち出すに至る。例えば 1953 年 10 月のＮＳＣ-162/2 は、ソ連ある

いは中国が西側諸国に武力進攻した場合、米国は核兵器を他の兵器と同じように使用

することを考慮すると述べ、通常戦力攻撃に対して核兵器を使用することを厭わない

姿勢を見せている。欧州の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）諸国はこの方針を歓迎し、

米国の戦術核兵器の導入を加速させていくのである。こうして旧西欧諸国には多数の

米国の戦術核兵器が持ち込まれ、核の先制使用は、1950 年代の対ソ抑止の重要な柱と

位置付けられたのである。例えば、アイゼンハワー政権のダレス国務長官が 1954 年１

月に公表した大量報復戦略においては、核の先制使用の威嚇を前面に押し出して、通

常戦力面で優位にあったソ連軍を中心とするワルシャワ条約機構（ＷＴＯ）軍による

西欧侵攻を抑止しようとしていた3。 

このように、冷戦時代の初期、戦略核戦力で圧倒的に優位にあった米国は核の先制

使用の威嚇を前面に押し出す政策を採り続けたが、ソ連の対米核報復能力が整備され

るにつれて、状況次第で核の先制使用もあり得るという方向に修正され、その威嚇は

次第に曖昧性を帯びるようになってきた4。ジョンソン政権時の 1967 年に採択され、

その後長くＮＡＴＯの抑止戦略として依拠された柔軟反応戦略では、通常戦力を強化

するとともに、必要とあらば核の先制使用に訴えるとの方針の下で対ソ抑止を構築し

ようとしたのである。また、英仏も米国と同様、核の先制使用の選択肢を留保する姿

勢を採った5。 

 核の先制使用の選択肢を維持する米国の政策は、欧州のみならず、朝鮮半島及び中

東においても適用されていた。米国が韓国に戦術核兵器を最初に持ち込んだのは 1957

年後半から 1958 年初頭の間と言われている6。当時の南北朝鮮間の通常戦力バランス

は、北朝鮮の優位にあり、この優勢な北朝鮮軍に対する抑止力の強化を狙って核兵器

が配備されたのである。陸地を介して対峙していながら通常戦力バランスで劣勢にあ

るという状況は、当時北朝鮮が核兵器を保有していない点を除けば、旧西欧が直面し

                                                                                                                                                     
2 Harold A. Feiveson and Ernst Jan Hogendoorn, “No First Use of Nuclear Weapons,” The 
Nonproliferation Review, vol. 10, no. 2 (Summer 2003), p. 91. 
3 Richard H. Ullman, “No First Use of Nuclear Weapons,” Foreign Affairs, vol.50, no.4 (July 1972). 
<http://www.foreignaffairs.com/articles/24355/richard-h-ullman/no-first-use-of-nuclear-weapon

s?page=show>(2010/4/28 アクセス) 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Peter Hayes, Pacific Powderkeg: American Nuclear Dilemmas in Korea (MA: Lexington Books, 1991), 
pp. 34-35. 
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た戦略環境と相通ずるものがあった。1975 年６月、日本と韓国を歴訪したシュレシン

ジャー米国防長官は、韓国内に核兵器を配備していることを確認するとともに、北朝

鮮による対韓武力侵攻に対し、核使用の可能性を示唆したのである7。このように核兵

器の先制使用の可能性を打ち出して抑止力の強化を狙った点は欧州と同じであった。

また中東に関しては、ソ連によるアフガニスタン侵攻を受けて、カーター大統領が1980

年１月の一般教書演説のなかで、軍事力を含めあらゆる手段を用いてソ連の進出から

湾岸地域を守るとの趣旨の「カーター・ドクトリン」を打ち出したが、この軍事的手

段のなかには核兵器の先制使用も含まれると解釈されていた8。 

 ソ連がその戦略核戦力の残存性を確保し、米国に対する報復核能力を整備するにつれ

て米国が宣言していた核の先制使用の信憑性に疑義が生じるようになった。米ソ間の核

の投げ合いによって米国が未曾有の損害を被ることが避け難い状況になったとすれば、

そうした事態につながる核の先制使用は政策としての信憑性が疑われるようになった

としても不思議ではなかった。米ソの戦略関係が1972年５月の「弾道ミサイル迎撃ミサ

イル（ＡＢＭ）制限条約」によって法的にも確認されたいわゆる「相互確証破壊（ＭＡ

Ｄ）」態勢に入ると、核の先制使用を選択肢の一つとする抑止戦略に対する批判の声が

大きくなり、米国内の一部専門家や元政府関係者の間で核の先制不使用に転換すること

を求める声が出てきた9。その論拠は次の通りである。第１に、核兵器を先に使用する

か否かを曖昧にしておくとその不確かさが通常戦力による防衛態勢の構築に悪影響を

与える。これに対し、明確に先制不使用を政策として採択すれば、それに応じた通常戦

力の防御態勢を構築することができ、結果的にＮＡＴＯの抑止力を高めることになる10。

第２に、限定的な核使用であれ、一旦ソ連との間で核兵器が使用されれば、核の投げ合

いを制御する術はなく、その究極は相互自殺である。そうした破滅をもたらす核の先制

使用を政策の選択肢として持ち続けることには信憑性が欠如しているばかりでなく不

道徳ですらある。したがって通常戦争と核戦争の敷居を高めるためにＮＡＴＯの通常戦

力を強化するとともに、核の先制使用を放棄して先制不使用に転換する必要がある11。 

 しかしながら、核の先制不使用への転換を求める声は、欧州のＮＡＴＯ諸国、とり

わけ西独からの批判や米国内の反論を受けて日の目を見ることがなかった。たとえば、

ドイツ外交協会のカール・カイザーなど４名の西独人は、1982 年夏号の『フォーリン・

                                                                                                                                                     
7 『読売新聞』夕刊（昭 50.6.21） 
8 Bruce M. Russett, The Prisoners of Insecurity: Nuclear Deterrence, the Arms Race, and Arms Control 
(San Francisco: W.H. Freeman & Company, 1983), p. 42. また、Daniel J. Arbess and Andrew M. Moravcsik, 

“Lengthening the Fuse: No First Use and Disengagement,” Joseph S. Nye, Jr., Graham T. Allison, 

Albert Carnesale, ed., Fateful Visions: Avoiding Nuclear Catastrophe (Cambridge: Ballinger, 1988), 
p. 69. 
9 Ullman, “No First Use of Nuclear Weapons,” op. cit. また、McGeorge Bundy, George F. Kennan, 

Robert S. McNamara, Gerald C. Smith, “Nuclear Weapons and the Atlantic Alliance,” Foreign Affairs, 
vol. 60, no. 4 (Spring 1982). 

<http://www.foreignaffairs.com/articles/36184/mcgeorge-bundy-george-f-kennan-robert-s-mcnamar

a-and-gerard-c-sm/nuclear-weapons-and-the-atlantic-alliance?page=show> (2010/4/28 アクセス) 
10 Ullman, “No First Use of Nuclear Weapons,” op. cit. 
11 Bundy, Kennan, McNamara, Smith, “Nuclear Weapons and the Atlantic Alliance,” op. cit. 
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アフェアーズ』誌において、米国が核の先制不使用政策をとれば、核の恐怖からソ連

を解放することになり、ソ連の武力行使を容易にすると批判を加え、従来どおり先制

使用の選択肢を維持することを主張した12。また、当時ＮＡＴＯ軍最高司令官の職にあ

ったバーナード・ロジャーズは、核の先制不使用は米国の戦略核戦力を西欧の防衛か

ら切り離すことになると批判を加えた13。 

 1990 年代に入ると、長年米国をして核の先制使用の選択肢を持ち続けることを余儀

なくさせていた欧州の通常戦力バランスが大きく変容し始めた。1990 年 11 月には東

西の通常戦力バランスを低レベルで均衡させる欧州通常戦力（ＣＦＥ）条約が締結さ

れ、しかもソ連軍が東欧から撤退し始めていた。それにも拘わらず、米国及び米国の

核兵器を導入している西欧諸国は、1991 年 11 月に採択されたＮＡＴＯの新戦略概念

において核の先制使用の選択肢を放棄しようとしなかった。ただし、1991 年９月に打

ち出されたブッシュ（父）大統領による自主的核軍縮措置の結果、欧州に配備されて

いた戦術核兵器の殆どが撤去され、数百発の航空機搭載自由落下核爆弾のみを残した

事実にかんがみ、欧州における米国の核使用は「最後的手段（last resort）」と位置

付けられるほど後景に退いたのである。 

1991 年 12 月、第二次世界大戦後長年にわたって西欧に脅威を及ぼしてきたソ連が

解体したが、ＮＡＴＯは核の先制使用の選択肢を維持したままであった。1998 年にド

イツのフィッシャー外相がＮＡＴＯの政策としての核の先制使用の見直しを提案した

際、フランスは先制不使用を抑止政策と両立しないという理由で、また英国は潜在敵

国をして我々の対応を読み切れないようにしておくには先制使用の選択肢を維持して

おくべきとの理由で拒否している14。先制使用の可能性は大きく遠のいたが、この選択

肢の温存は、残された自由落下核爆弾とともに米国の対欧安全保証コミットメントを

示す政治的シンボルとしての役割が期待されたのであろう。 

米国は、クリントン政権時の 1994 年９月とブッシュ（子）政権時の 2001 年 12 月に

それぞれの「核態勢見直し（ＮＰＲ）」の一部を公表したが、核使用に関してはいずれ

も「意図的曖昧性（calculated ambiguity）」と称される姿勢を保ち、核の先制使用の

選択肢を放棄しなかった。「意図的曖昧性」とは、米国や同盟国に対する非核攻撃、と

りわけ生物・化学兵器攻撃を受けた場合に核兵器を用いて対応するか否か、すなわち

核の先制使用に踏み切るか否かを曖昧にしておき、米国の核抑止力の維持を図ろうと

するものである。 

しかしながら、こうした抑止政策は 1978 年の第１回国連軍縮特別総会の折に公表さ

れた米国の「消極的安全保証」宣言やＮＰＴ再検討・延長会議の直前の 1995 年４月に

再度発出された消極的安全保証宣言に反するとの批判を受けていた。米国の消極的安

全保証は、「核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の締約国たる非核兵器国や核爆発装置を取得

                                                                                                                                                     
12 Karl Kaiser, Georg Leber, Alois Mertes, Franz-Tosef Schulze, “Nuclear Weapons and the 
Preservation of Peace,” Foreign Affairs, vol. 60, no. 5 (Summer 1982), p. 1160. 
13 General Bernard W. Rogers, “The Atlantic Alliance: Prescriptions for a Difficult Decade,” 

Foreign Affairs, vol. 60, no. 5 (Summer 1982), p. 1154. 
14 Feiveson and Hogendoorn, “No First Use of Nuclear Weapons,” op. cit., p. 92. 
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することを禁止する国際的約束の下にある非核兵器国に対しては、米国及びその同盟

国、または米国が安全保障上の約束を行っている国に対して、他の核兵器国と同盟な

いし連携して攻撃を加えてこない限り、核兵器を使用しない」との趣旨であるが15、こ

の宣言の下では、非核兵器国が単独で米国や米国の同盟国に対して生物・化学兵器攻

撃を加えても核兵器を使用しないことになるからである。 

 こうした矛盾に手当をするとともに、核の先制使用の機会を絞り込もうとしている

のがオバマ政権である。2010 年４月に全文が公表されたオバマ政権のＮＰＲは、核兵

器の「基本的な役割」が米国や同盟国に対する核攻撃を抑止することにあると述べ、

こうした方針に則り、ＮＰＴ締約国で条約を順守している非核兵器国に対しては、そ

うした国がたとえ米国やその同盟国に生物・化学兵器攻撃を加えても米国は核兵器を

使用しない方針を明らかにした。この結果、「意図的曖昧性」は、ＮＰＴやその他の核

不拡散上の取極めを順守している非核兵器国に対しては適用されないこととなった。

ただし、生物兵器の脅威が高まった場合にはこの方針を見直すことや、核保有国やＮ

ＰＴを順守しない非核兵器国からの非核攻撃に核兵器で対応する可能性、すなわち核

の先制使用の可能性を排除していない。しかしながら同時にオバマ政権が発表したＮ

ＰＲは、米国が核使用を考慮するのは「米国や同盟国・パートナー国の死活的利益

（vital interests）を守るという極限状況（in extreme circumstances）においての

み」とくぎを刺している。しかも、核兵器の「唯一の目的（sole purpose）」が核攻撃

を抑止すること、すなわち核の先制不使用政策を採ることができるような状況を創り

出すよう努力することを宣言しているのである16。 

 

（２）ソ連／ロシア 

 ソ連は、ブレジネフ時代の 1982 年６月、一方的に核の先制不使用を宣言した。当時、

この宣言の信憑性には疑問が持たれていたが、事実、欧州でＮＡＴＯとＷＴＯの間で

戦端が開かれた場合、ＮＡＴＯが通常戦力のみを用いている段階であってもソ連は早

期に核兵器や化学兵器の使用に踏み出すことを記したソ連の軍事関連文書がＮＡＴＯ

側にわたっている17。ソ連に限らず核兵器国の核戦略には政治・外交的配慮に重きを置

いた「宣言政策（declaratory policy）」と実際の「運用政策（operational policy）」

があるが、ソ連のブレジネフ時代の先制不使用宣言は宣言政策の最たるものと言えよ

う。 

 ソ連の解体後新生ロシアが誕生し、ロシアは旧ソ連の核兵器を継承したが、旧ソ連

解体に伴って弱体化したロシアの通常戦力を背景に核の先制不使用宣言を見直さざる

                                                                                                                                                     
15 原文は、“The United States will not use nuclear weapons against any non-nuclear-weapons state 

party to the NPT or any comparable internationally binding commitment not to acquire nuclear 

explosive devices, except in the case of an attack on the United States, its territories or armed 

forces, or its allies, by such state allied to a nuclear-weapon state or associated with a 

nuclear-weapons state in carrying out or sustaining the attack.” 
16 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, (April 2010), pp. 15-16. 
17 Therese Delpech, “New Stages of Nuclear Disarmament: A European View,” Harold A. Feiveson, 

ed., The Nuclear Turning Point (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1999), p. 335. 
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を得なくなった。こうして 1993 年 11 月、当時のロシア国防相グラチョフは、核の先

制使用政策に回帰することを宣言したのである18。 

2010 年２月、ロシアは 2020 年ころまでを念頭に置いた新軍事ドクトリンを公表し

た。その中でロシアは、核兵器で対応する事態に、自国や同盟国が核攻撃その他の大

量破壊兵器攻撃を受けた場合のほか、自国の存亡を危機にさらす通常戦力攻撃を受け

た場合も含めている19。このようにロシアは、ＮＰＴなどの国際的規範に対する国家の

姿勢・行動によって差異を設けることもなく、また 1995 年４月に公表したロシアの消

極的安全保証宣言に背馳する形で20、自国に大量破壊兵器攻撃や大規模通常戦力攻撃を

加えてくる国家に対しては一律に核兵器を使用する意思を示している。通常戦力攻撃

に関しては自国の存亡が危機にさらされるか否かを条件にしているものの、米国に比

べ核の先制使用を考慮するシナリオは多いと言えよう。 

 

（３）中国 

中国は、1964 年 10 月の核実験直後から今日まで一貫して、いつ、いかなる場合に

おいても核兵器を先に使用しないという無条件の核兵器の先制不使用を宣言している
21。同時に中国は、ＮＰＴ上の他の核兵器国に先制不使用政策を採るよう促している。

中国が核兵器の先制不使用に固執している理由の一つは、中国が米ソ（露）のいずれ

かに対し核兵器を先制的に使用することは自殺行為に等しいほど中国の核戦力が劣位

にあるという実際的な思惑があろう。また、無条件に核の先制不使用を宣言している

国家に対して核兵器を使用することは政治的にも道義的にも難しいはずと考えるなど、

核攻撃を回避する手段の一つと捉えているのかもしれない22。さらに、建国後の中国が

米国、インド、ロシア、ベトナムなどと通常戦力を用いた武力紛争を経験した事実に

かんがみ、中国に対する通常戦力攻撃は核兵器を用いなくても対処できるとの自信を

得ているのかもしれない23。加えて、他の核兵器国に核の先制不使用の採用を促し、先

                                                                                                                                                     
18 Dunbar Lockwood, “News and Negotiations: Russia Revises Nuclear Policy, Ends Soviet 

‘No-First-Use’ Pledge,” Arms Control Today, vol. 23, no.10 (December 1993), p. 19. 
19 Volha Charnysh, “Russian Nuclear Threshold Not Lowered,” Arms Control Today, vol. 40, no. 2 
(March 2010), pp. 38-39. 
20 ロシアは、1995 年 4 月、「ロシア連邦は、以下の場合を除き、核兵器の不拡散に関する条約の締約国で

ある非核兵器国に対して、核兵器を使用しない。すなわち、ロシア連邦、その準州、その軍隊若しくはそ

の他の兵員、その同盟国、又は、ロシア連邦が安全保障上の約束を行っている国に対する侵略その他の攻

撃が、核兵器国と連携し又は同盟して、当該非核兵器国により実施され又は支援される場合を除き、それ

らの非核兵器国に対して核兵器を使用しない」と述べ、オバマ政権が修正する前の米国の消極的安全保証

宣言と同趣旨の宣言を発出している。藤田久一、浅田正彦編『軍縮条約・資料集』第二版（有信堂、1997）、

107 頁。 
21 The Information Office of China’s State Council, China's Endeavors for Arms Control, Disarmament 
and Non-Proliferation, September 1, 2005. 
<http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t209613.htm> (2007/4/6 アクセス). また、Mingquan Zhu,“The 

Evolution of China's Nuclear Nonproliferation Policy,” The Nonproliferation Review, vol. 4, no. 
2 (Winter 1997), p. 44. 同時に中国は、いつ、如何なる場合においても非核兵器国や非核地帯条約に加

盟している非核兵器国には核攻撃を加えないとする無条件の「消極的安全保証」も宣言している。 
22 Ullman, “No First Use of Nuclear Weapons,” op.cit. 
23 Chu Shulong & Rong Yu, “China: Dynamic Minimum Deterrence,” Muthiah Alagappa, ed., The Long 
Shadow: Nuclear Weapons and Security in 21st Century Asia (Stanford: Stanford University Press, 
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制不使用体制の構築を訴えているのは、先制不使用が核兵器の軍事戦略上の役割を相

手の核攻撃を抑止することのみに絞り込むことになることから、圧倒的に優勢な状況

にある米ソ（露）の核戦力の軍事戦略上の価値を低下させることにつながると考えて

いるのかもしれない。なお、中国は、核の先制不使用を宣言しているものの、射程の

短い戦術核兵器を保有しているか否かについては明言を避けている。また、先制核攻

撃の意図がないことを示すためか、平時においては、ＤＦ-５Ａなど液体燃料推進式の

ＩＣＢＭには核弾頭を搭載していないと推定されている。ＤＦ-31Ａのような固形燃料

推進式のＩＣＢＭについてははっきりしていないものの、おそらく同様に平時にあっ

ては核弾頭を搭載していないものとみられている24。 

しかしながら、米国など一部の国の通常戦力のハイテク化など、通常戦力面での能

力の格差が広がるにつれ、中国国内においては、無条件の核の先制不使用政策を再検

討すべきとの意見が散見されるようになっている25。これに対し、核兵器の先制不使用

という考え方は、核戦力の役割を核攻撃に対する報復のみと捉える中国の考え方から

論理的に導き出されるものであり、変更することはできないとの意見も見受けられる26。

他方、中国政府は、2010 年ＮＰＴ運用検討会議における中国代表の発言にも見られる

ように、従来からの無条件の核兵器の先制不使用及び消極的安全保証を堅持する意向

を示し続け、変更する兆候を見せていない27。しかしながら、米国が開発に着手してい

る「即時グローバル打撃力（ＰＧＳ）」など通常弾頭を搭載した戦略弾道ミサイルが

本格的に配備されると、わずかな数量の中国のＩＣＢＭ戦力は米国の通常戦力によっ

て無力化される可能性が出てくる。こうしてみれば、米中の通常戦力の格差がさらに

拡大したり、あるいは早期警戒システムの運用など中国の核戦力が充実してくれば、

中国が核の先制不使用の見直しに踏み出すこともあるかもしれない。 

 

（４）インド、パキスタン 

インドは、1999 年８月に発表した核ドクトリン草案において、核兵器の目的をイン

ドに対する「核の使用または使用の脅しを抑止すること」にあると規定し、「先に核攻

                                                                                                                                                     
2008), pp. 174-175. また、McGeorge Bundy, William J. Crowe, Jr., Sidney D. Drell, “Reducing Nuclear 

Danger,” Foreign Affairs, vol. 72, no. 2 (Spring 1993). 
<http://www.foreignaffairs.com/articles/48766/mcgeorge-bundy-william-j-crowe-jr-and-sidney-d-

drell/reducing-nuclear-danger?page=show> (2010/6/10 アクセス) 
24 Hans M. Kristensen, “China Defense White Paper Describes Nuclear Escalation,” FAS Strategic 
Security Blog, January 23, 2009. また、Robert S. Norris & Hans M. Kristensen, “ Chinese Nuclear 

Forces, 2008,” The Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 64, no. 3 (July/August 2008), p. 43. 
<http://www.fas.org/blog/ssp/2009/01/chinapaper.php>(2009/1/31 アクセス） 
25 例えば、Shen Dingli, “Nuclear Deterrence in the 21st Century,” China Security, No. 1 (Autumn 
2005), pp. 10-14. また、Alistair Iain Johnston, “China’s New ‘Old Thinking’: The Concept of 

Limited Deterrence,” International Security, Vol. 20, No. 3 (Winter 1995/96), pp. 21-23. 
26 Pan Zhenqiang, “China Insistence on No-First-Use of Nuclear Weapons,” China Security, No. 1 
(Autumn 2005), pp. 5-6. 
27 Statement by H.E. Ambassador Li Baodong, Head of the Chinese Delegation, at the 2010 Review 

Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, May 4, 2010. 

<http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/revcon2010/statements/4May_China.pdf>(2010/5/1

6 アクセス). 

 

立法と調査 2010.10 No.309 
32



撃は行わない」と述べて、広い意味での核兵器の先制不使用政策を採る意向を示して

いた28。先制不使用を宣言した理由として、当時のジャスワント・シン外相は、インド

は、ＮＰＴ上の核兵器国と異なり、核兵器の主たる役割を核攻撃の抑止と位置付け、

それ以上のものでないと考えているからであると説明していた29。ところが 2003 年１

月になると、生物兵器や化学兵器攻撃を受けた場合、核兵器による反撃があり得るこ

とを示唆するようになり、限定的ではあるものの核の先制使用の選択肢を保持するよ

うになった30。 

 他方、パキスタンに関しては、通常戦力でインドに対し劣勢にあることから、イン

ドの優勢な通常戦力を抑止するために核の先制使用政策を採っている。1998 年５月の

印パ両国の核爆発実験後にインドがパキスタンに対して核の先制不使用を呼びかけた

際、これを拒否していることからもこのことは窺える31。パキスタンが核使用を決断す

る状況についてはあまり語られないが、2002 年の初めごろパキスタン戦略計画部長

（Chief of the Strategic Plans Division）の職にあったカリド・キドワイ中将の発

言がある。キドワイ中将は、パキスタンの核兵器はインドを標的にしていると述べた

後、パキスタンが核兵器を使用するケースとして次の４つのシナリオを挙げている。

第１は、インドがパキスタンに武力攻撃を加え、パキスタン領土の大部分を占領した

場合である。第２は、将来の印パ戦争において、インドがパキスタン陸軍、あるいは

空軍の大部分を壊滅させた場合である。第３は、インドがパキスタン経済を麻痺させ

た場合であり、そして第４は、インドがパキスタン国内で騒擾を引き起こすなど国内

政治情勢の不安定をもたらした場合である32。パキスタンが核使用に踏み切るとするこ

れらの具体的事例から判断すると、パキスタンがインドによって軍事的に大きく追い

込まれた場合や政治・経済的に危機に陥った時に核兵器に訴えることを示唆している。

こうしてみれば、パキスタンは核の先制使用政策を採りながらも、大きな国家的危機

に直面した時の手段と位置付けていることが窺える。 

 

 

                                                                                                                                                     
28 “Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine,” August 17, 1999. 

<http://www.indianembassy.org/policy/CTBT/nuclear_doctrine_aug_17_1999.html> (2009/3/6 アクセ

ス). また、Arms Control Association, “India's Draft Nuclear Doctrine,” Arms Control Today, vol. 
29, no. 5 (July/August 1999). <http://www.armscontrol.org/act/1999_07-08/ffja99> (2010/5/13 ア

クセス). 
29 Arms Control Association, “Clarifying India's Nascent Nuclear Doctrine: An Interview With 

Indian Foreign Minister Jaswant Singh,” Arms Control Today, vol. 29, no. 10 (December 1999).  
<http://www.armscontrol.org/act/1999_12/jsde99>(2010/5/13 アクセス). 
30 “The Cabinet Committee on Security Reviews Operationalization of India’s Nuclear Doctrine,” 

Press Release, Government of India, January 4, 2003. また、Bharat Karnad, Nuclear Weapons and Indian 
Security, 2nd edition, (Delhi: Macmillan, 2006), p. 438. 
31 Farah Zahra, “Pakistan's Road To a Minimum Nuclear Deterrent,” Arms Control Today, vol. 29, 
no. 5 (July/August 1999). <http://www.armscontrol.org/act/1999_07-08/fzja99>(2010/8/30 アクセ

ス). 
32 Nadeem Iqbal, “Economic Threat May Push Pakistan to Nukes－Report,” Inter Press Service, 
February 4, 2002; Rodney W. Jones, “Is Stable Nuclear Deterrence Feasible?” The Friday Times, 
February 22-28, 2002.  
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３．核の先制使用の意義と問題点 

中国を除く核保有国は、明示的に宣言する、しないにかかわらず、あるいは米国の

ように先制使用を考慮するシナリオを絞り込みながらも、核兵器の先制使用の選択肢

を維持している。核抑止の対象に核攻撃のみならず、大規模な生物・化学兵器攻撃や

通常戦力攻撃をも含めるなど、核兵器の抑止力に期待をかけているからである。圧倒

的な通常戦力を保有している米国が核の先制使用の選択肢を完全に放棄できない主な

理由は、多くの非核同盟国を抱え、同盟国の軍事的安全にコミットしているためであ

る。核の先制使用の選択肢を保持していれば、同盟国に対する核攻撃のみならず、生

物・化学兵器攻撃や大規模通常戦力攻撃も核抑止の対象とすることができ、様々な軍

事的脅威に対して同盟国の安全を保証できることになる。しかも、こうした広範な安

全保証を供与することにより、政治的に優位な立場で同盟を運営することが可能とな

る。 

さらに、核の先制使用の効用は抑止の側面のみにとどまらない。核の先制使用政策

は、生物・化学兵器攻撃も抑止の対象にできることから、生物・化学兵器の使用を難

しくし、それだけ生物・化学兵器の廃絶に役立つと考えることもできる。国際社会は

生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約を成立させて生物・化学兵器の廃絶に向かっ

ているが、生物兵器禁止条約には査察・検証規定がなく33、その実効性には懸念がもた

れている。生物兵器は、化学兵器と異なり未だ本格的に兵器化されていないが、使用

条件が揃えば、核兵器に匹敵する殺傷力を持つと言われている34。こうした状況にかん

がみ、核兵器によって生物兵器の使用を抑止する途を残しておけば、それだけ生物兵

器の開発・保有の動機も減殺されると考えることができる。 

しかしながら、核の先制使用の選択肢を保持し続けることには問題点も見受けられ

る。第１の問題点は、安全保障上の核兵器の意義と役割をこれまで通り追認すること

になる。現状の追認は、核兵器の役割を狭める努力の放棄を意味し、国際社会が追求

している核不拡散の目標達成を損ないかねない。非核兵器国に核兵器開発・保有の動

機を与え続けるからである。ＮＰＴ体制の信頼性や安定性を維持し、核軍縮を推し進

めるためには、安全保障上の核兵器の意義と役割を極力低下させなければならないの

である。 

第２に、生物・化学兵器攻撃に対する抑止が崩れた場合の結末である。核報復の選

択肢を保持することが抑止力につながるとしても、抑止は万能とは言えず、抑止が崩

                                                                                                                                                     
33 生物兵器締約国は、追加議定書の形で検証制度を設けるべく、1994 年以降専門家会合などの場で交渉

を続けてきた。しかしながら、生物兵器の開発・製造を物証によって確認することの困難さから生じる検

証能力に対する疑義、さらには企業秘密や国家安全保障上の秘密保護との兼ね合いなどで合意に達するこ

とはできず、7年後の 2001 年には追加議定書の作成は中断するに至っている。詳しくは、John Borrie, 

“The Limits of Modest Progress: The Rise, Fall, and Return of Efforts to Strengthen the Biological 

Weapons Convention,” Arms Control Today, vol. 36, no. 8 (October 2006)を見よ。 
34 Ellen Tauscher, Under Secretary for Arms Control and International Security, “Preventing 

Biological Weapons Proliferation and Bioterrorism,” Address to the Annual Meeting of the State 

Parties to the Biological Weapons Convention,” Geneva, December 9, 2009. 

<www.state.gov/t/us/133335.htm>(2010/8/24 アクセス). 
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壊する危険は常に残っている35。しかも抑止が崩れ、実際に大規模な生物・化学兵器攻

撃を受けて大きな人的被害を被った場合、選択肢として挙げていた核報復に踏み切ら

ざるを得なくなる公算が高い。一つには、核報復を断念した場合には、核報復が有り

得ることを公言していた為政者への信頼性が問われること36、さらには将来の同様のケ

ースにおける抑止の信憑性の維持・回復を考慮すれば核報復に踏み切らざるを得ない

と考えるからである。しかし、核兵器の使用は、国際社会にどのような影響を与える

のであろうか。広島、長崎以降、65 年以上にも亘って使用されることのなかった核兵

器が使用されれば、安全保障環境に大きなインパクトを及ぼそう。核報復によっても

たらされた人的被害が予想を下回れば、核兵器に対する見方が変化し、核使用を思い

とどまらせていた政治・道義的制約が弱まるとともに、核拡散を促すかもしれない。

核兵器を戦争遂行の手段と位置付ける見方が復活すれば、ＮＰＴ体制に与える影響は

測り知れない。 

第３に、核の先制使用の選択肢を温存させるのみならず、クローズアップさせると、

安全保障環境の変容次第ではそれが抑止力の一環としての役割を超え、核兵器その他

の大量破壊兵器の拡散の呼び水になる恐れもある。米国のブッシュ（子）政権は、テ

ロ組織やテロ支援国家に対処するための一つの方策として軍事力の先制使用を含む

「先制行動（preemptive actions）」の必要性を強調したが、この軍事力を用いた先

制行動には核使用も含まれていたと言われている37。テロ組織を抑止することは容易で

ないことから、こうした軍事力を用いた先制行動は対テロ対策としては一定の説得力

を持っていた。しかしながら、核兵器を用いた先制攻撃の選択肢をクローズアップし

且つ喧伝すれば、相手側に対してこうした核使用を抑止するために、核兵器をはじめ

とする大量破壊兵器の保有を促すことにもなりかねなかったのである。抑止の要諦は

受動性であり、この受動性を超えて、核の先制使用に能動性や積極性を付与すれば、

先制使用の負の側面を際だたせるのである。 

 

４．核の先制不使用の意義 

冷戦時代、米国の一部で核の先制不使用を唱える声があったことは既に述べたが、

こうした要請の背景には、核の先制使用が米ソ両国の共倒れを招きかねないこと、そ

のため先制使用の威嚇が信憑性を欠いているとの認識があった。この結果、先制不使

用を支持する当時の議論は、核の先制使用が孕む未曾有の危険を回避することが主た

る理由となっていたのである。 

 しかしながら、核の先制不使用に関しては、より積極的な意義を見出すことができ

                                                                                                                                                     
35 抑止が崩壊するケースとして、例えば Scott D. Sagan, “Why the United States Should Not Use Nuclear 

Threats to Deter Biological and Chemical Weapons Attacks,” International Security, vol. 24, No. 
4 (Spring 2000), pp. 106-109. 
36 Ibid., pp. 98-99. 
37 Hans M. Kristensen, “Global Strike: A Chronology of the Pentagon’s New Offensive Strike Plan,” 

Federation of American Scientists, March 

2006.<http://www.fas.org/ssp/docs/GlobalStrikeReport.pdf> (2009/4/14 アクセス) 
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る。冷戦時代に核の先制不使用を唱導した論者が既に示唆していたように38、核の先制

不使用は核軍縮を促す効果があるのである。ＮＰＴ上の核兵器国も含め、総ての核保

有国が中国の主張するような無条件の核の先制不使用に同意し、グローバルな核兵器

の先制不使用体制を構築すれば、核兵器の役割は、単に他の核保有国の核兵器を抑止

するのみとなる。核兵器の役割を他国の核使用の抑止に限定できれば、核保有国が一

律に核兵器の削減に踏み切っても、安全保障上、失うものはないことになる。このよ

うに核兵器の先制不使用体制は、核軍縮を促す大きな契機となるのである。日本及び

オーストラリアのイニシアティブで 2008 年７月に立ち上げられた「核不拡散・核軍縮

に関する国際委員会（ＩＣＮＮＤ）」が、2009 年 12 月に発表したその報告書『核の脅

威を絶つために－世界の政策立案者のための実践的な計画』のなかで、遅くとも 2025

年までに総ての核保有国が明確な形で核の先制不使用を宣言することを求めている所

以である39。 

また、核の先制不使用は非核兵器国に対する核攻撃を否定することになることから、

ＮＰＴ体制の基盤を強化することにつながる。ＮＰＴ上の５核兵器国が合意して核の

先制不使用体制を構築すれば、その副次的効果として、非核兵器国は、原則的にＮＰ

Ｔ上の５核兵器国からの核威嚇や核攻撃を恐れる必要がなくなるとともに、ＮＰＴ体

制の最も大きな懸案事項である核兵器国と非核兵器国の間の政治・安全保障上の不平

等性も緩和され、ＮＰＴ体制の安定性や信頼性が格段に向上することになる。このよ

うに、核の先制不使用を制度化できれば、核軍縮、あるいはＮＰＴ体制の安定性や信

頼性を高めることに役立つと考えられる。 

さらに、核の先制不使用は、同盟国向けの核抑止の役割を限定化する効果があるこ

とは既に指摘したが、米露の相互核抑止については、あるいは将来米中が相互核抑止

関係に入ると仮定すれば米中の相互核抑止についても、これを安定化させる効果を持

っている40。相手の核兵器運用政策が先制不使用という一定の枠組みに限定される結果、

警戒態勢の緩和など、核抑止に必要な核戦力システムの整備が容易になると考えられ

るからである。 

 

５．核の先制不使用体制を構築するための課題 

上で述べたように、核の先制不使用は、核兵器の役割を他国の核使用を抑止するこ

とのみに極限化し、そしてそれ故に核軍縮を促進するとともにＮＰＴ体制の信頼性と

安定性を高める効果がある。しかしながら、ＮＰＴ上の核兵器国も含め核保有国の殆

どが、濃淡の差はあれ、核の先制使用の選択肢を堅持していること、しかもそれぞれ

が固有の安全保障環境にあり、固有の脅威認識を持っていることを考慮すれば、当面、

核保有国がこぞって核の先制不使用を宣言し、先制不使用体制の構築に向かうとは考

                                                                                                                                                     
38 Bundy, Kennan, McNamara, Smith, “Nuclear Weapons and the Atlantic Alliance,” op. cit. 
39 International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament, Eliminating Nuclear 
Threats: A Practical Agenda for Global Policymakers  (Canberra: Paragon, 2009), p. 186. 
40 Nina Tannenwald, The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons since 
1945 (New York: Cambridge University Press, 2007), pp. 18-19.  
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えにくい。圧倒的な通常戦力を備えた米国でさえ、その同盟国との関係を考慮すると、

核兵器の先制不使用を宣言することは、戦略的に無理があるとみる意見が多い41。こう

した事情の背景には、大規模な生物・化学兵器攻撃や通常戦力攻撃の抑止手段として

核兵器に依存する考えを多くの国が捨てきれないでいるためである。 

核の先制不使用体制の構築を妨げている要因が生物・化学兵器の脅威や大規模通常

戦力の脅威であるとするならば、これらの脅威を取り除くことが不可欠となる。事実、

国際社会は、生物兵器禁止条約や化学兵器禁止条約を成立させて生物・化学兵器の廃

絶に向けて努力を重ねている。しかしながら、生物・化学兵器の脅威を完全になくす

見通しは立っていない。両条約に背を向けている国家があることに加え42、先に指摘し

たように、生物兵器の廃絶を確認する検証手段を見出していないからである。生物兵

器は、ヒトに対する殺傷力の面で核兵器に匹敵する潜在力を持つと想定されているが、

実際のところ、そうした規模の殺傷力をもたらす生物兵器を実用化することは容易で

はない。化学兵器については過去何度も戦場で使用されたが、戦争の帰趨を決定づけ

るほどのインパクト、言い換えれば戦略的打撃を与えることはなかった。ヒトに対す

る生物・化学兵器の恐るべき殺傷力は、依然、潜在的なものであり続けており、今日

までのところ、これらの兵器は戦争の帰趨を決定するような戦略的意義を持つまでに

至っていない。また、生物・化学兵器の攻撃対象は兵士や一般市民のみであるため、

生物・化学兵器を用いたカウンターフォース攻撃に限界があり、相手に戦略的打撃を

与えることは容易ではない。しかも生物・化学兵器攻撃に対しては、核攻撃と異なり、

ワクチンや解毒剤、さらにはガスマスクや防護服で人的被害を抑制することも可能で

ある。したがって、当面の生物・化学兵器対策は、生物兵器禁止条約及び化学兵器禁

止条約のさらなる普遍化を図るとともに条約の実効性を確保すべく追加的な施策を講

じることであろう。 

具体的に述べると、化学兵器禁止条約に関してはチャレンジ査察の実施とそのルー

ティン化であり43、生物兵器禁止条約に関しては、査察・検証制度の代替として現在進

められている「条約強化に関連した事項44」の検討と、その検討結果を基礎にした各国

間の協力体制の構築である。勿論、生物・化学兵器に対する査察・検証の難しさを思

い起こせば、こうした措置を採ったとしても生物・化学兵器の廃絶に直結するとは言

                                                                                                                                                     
41 最近の批判として例えば、Bruno Tertrais, “The Trouble with No First Use,” Forum: The Case for 

No First Use: An Exchange, Survival, vol. 51, no. 5 (October/November, 2009), pp. 23-27.  
42 2009 年 5 月現在、生物兵器禁止条約の締約国・地域は 163 カ国・地域、未締約国が 32 カ国（このうち

署名のみで未批准の国は 13 カ国）である。化学兵器禁止条約の締約国は、2009 年 5 月現在、188 カ国で

あり、署名のみで未批准国はイスラエルとミャンマー、署名も批准もしていない国は、アンゴラ、エジプ

ト、北朝鮮、ソマリア、シリアの 5カ国である。外務省ホームページ

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/bwc/teiyakukoku.html> 及び 

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/cwc/kameikoku.html>(2010/8/31 アクセス). 
43 例えば、浅田正彦「化学兵器禁止条約と申し立て査察（チャレンジ査察）－ 意義と限界」『国際問題』

No. 529 (2004 年 4 月)を参照。 
44「条約強化に関連した事項」とは、①条約の禁止規定を履行するために、違法行為に対する刑事罰など、

国内的措置の立法化と実施、②病原菌・毒素など生物剤に対する国内での保全・監視機構の強化、③生物・

毒素兵器の使用や疑惑（疑わしい感染症も含む）に関する国際的な調査能力の整備と強化、④感染症に対

する国内・国際的取組の強化、⑤科学者の行動規範の確立、の 5項目である。 
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い難い。しかし、強力な査察・検証制度を打ち立てることができれば、これらの兵器

の開発・配備に対する抑止力として機能することが期待でき、戦略的意義を孕む生物・

化学兵器の開発を阻止することが可能となるかもしれない。そして核兵器の先制不使

用宣言の信憑性を担保する安全保障環境に近づくことができれば、そうした宣言の有

無にかかわらず、核の先制不使用から導き出される核軍縮と核不拡散が促進されると

考えられる。 

通常戦力に関しては、対立国間の通常戦力バランスの均衡が核の先制不使用を受け

入れさせる必要条件であるが、歴史が示す通り、長期に亘ってこうしたバランスを維

持することは至難の業である。要するに、核の先制不使用体制の構築を妨げている要

因を把握しているが、それらを効果的に取り除くことができないというのが現状であ

ろう。 

他方、核の先制不使用政策を外部から検証できないことや、核兵器の「実存的抑止

（existential deterrence）」効果を考慮すれば、多少の生物・化学兵器が残っていて

も、あるいは通常戦力バランスが維持されなくても、核の先制不使用を宣言すること

ができる、との見方が成り立つ。すなわち、核の先制不使用宣言はあくまで核保有国

の政策であり、検証できないために、先制不使用宣言があったとしても先制使用の可

能性が完全になくなると断定することができない。また、未曽有の破壊力や殺傷力を

持つ核兵器は、とりたててその運用形態を明らかにしなくても配備されているだけで

「実存的抑止」ともいうべき一定の抑止力を生む。ましてや条件が揃えば大きな人的

被害をもたらす生物・化学兵器攻撃を行ったり、国家存亡の危機を招くような通常戦

力攻撃を核保有国やその同盟国に行えば、核の先制不使用宣言があっても核報復があ

るかもしれないとの危惧を生むはずである。しかしながら、こうした前提に立つ核の

先制不使用宣言であれば、先制不使用から導き出される核軍縮を促す効果やＮＰＴ体

制の強化などは期待し難くなろう。 

オバマ政権が 2010 年４月に発表したＮＰＲで示唆されているように、大規模な生

物・化学兵器攻撃や通常戦力攻撃を抑止するという核兵器の役割を徐々に通常戦力に

担わせ、究極的には核兵器の役割を核攻撃の抑止のみに絞り込むこと、すなわち核の

先制不使用政策の実現を図ることも選択肢としては考えられる。しかしながら、こう

した政策は米国のようにハイテク化された強力な通常戦力を備えた国家のみに可能な

政策であり、他の核保有国には、当面、採り得ない政策である。さらに、通常戦力の

強化によって核兵器の役割を減殺しようとすること自体、他国による核兵器など大量

破壊兵器の拡散・増強を呼び起こす危険を宿している。とりわけ米国に敵対する国々

ではこうした方向に進む公算が高い。 

 

６．結びにかえて－核の先制不使用体制の限界 

 これまで核の先制不使用政策が持つ軍縮及び核不拡散上の意義と先制不使用を達成

する難しさを述べてきたが、そもそも核の先制不使用自体には安全保障上の限界や問

題がないのであろうか。 
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 核の先制不使用の普遍化は、自衛権行使との兼ね合いで大きな課題を孕んでいる。

核の先制不使用体制の下にあっては、非核兵器国は核保有国に対して原則的に核威嚇

や核攻撃を懸念することなく軍事行動をとれることになる。換言すれば、核保有国の

核兵器は非核兵器国に対して自衛の手段として活用できないことになる。こうした制

約は、イスラエルのように四方を敵対勢力に包囲されている国にとっては、安全保障

上、死活的な問題を突き付ける。通常戦力など非核攻撃を受けて国家としての存亡が

危機にさらされる状況に陥っても、イスラエルは核兵器を使えないことを意味するか

らである。今日の国際法の下では、集団安全保障上の制裁と個々の国家の自衛のため

にのみ軍事力を使用できることになっており、しかも核兵器は違法化されておらず自

衛の手段として使用できることになっている。ところが、イスラエルの事例が示すよ

うに、核の先制不使用の下では、自衛の手段として核兵器を使用できないケースもあ

り得る。核攻撃や核威嚇の合法、違法性を問われた国際司法裁判所は、1996 年７月、

「核兵器による威嚇や核兵器の使用は、一般的に国際人道法を含む国際法に違反する

が、国家の存亡がかかる極限状況における核兵器の威嚇や使用については、合法、違

法とも言えない」との趣旨の勧告的意見を出しているが45、そのなかでは核の先制使用、

報復使用の区別をしていない。国際司法裁判所の勧告的意見が示すように、国家の存

亡がかかる極限状況における核の先制使用を違法と断じることができない以上、核の

先制不使用を普遍化しようとすることは常に抵抗に遭うことになろう。 

 もっとも、国家存亡の危機に陥ってもイスラエルが核の先制不使用を堅持するとは

考えにくい。そもそも核の先制使用、あるいは先制不使用は核保有国の政策であり、

検証できないし、強制もできない。個々の核保有国が置かれた安全保障環境に大きく

左右される状況依存型の政策である。こうした性格の政策を一律に核の先制不使用と

いう一定の型にはめようとすることに無理があるのかもしれない。むしろ、先制使用、

先制不使用の当否を議論する前に、可能な限り多くの核保有国が核兵器の先制不使用

政策を採ることができる安全保障環境の実現に向けて努力することに焦点を当てるべ

きであろう。 

核兵器の属性を顧みると、核兵器には、破壊力や殺傷力があまりにも大きいために

使いにくいという兵器としての自己矛盾があることが思い起こされる。核時代が始ま

って以降の歴史を顧みると、非核兵器国が核保有国に武力攻撃を加えたり、あるいは

非核兵器国が核保有国との間で武力紛争を継続したにもかかわらず、核保有国が核兵

器を使用しなかった事例が散見される。例えば、当時非核国であった中国が核保有国

である米国を中心とする国連軍に武力を行使した朝鮮戦争、ベトナム戦争、1973 年の

第４次中東戦争46、1979 年の中越紛争、1982 年のフォークランド紛争、アフガニスタ

                                                                                                                                                     
45 International Court of Justice, Case Summaries, “Legality of the Threat or Use of Nuclear 

Weapons,” Advisory Opinion of 8 July 1996. 

<http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/iunanaummary960708.htm>(2001/11/2 アクセ

ス)。 
46 イスラエルは、スエズ危機が生起した 1956 年の秋から本格的に核兵器開発を進め、1967 年頃には実戦

で使用可能な核兵器を保有していたと見なされている。Rodney W. Jones et al., ed., Tracking Nuclear 
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ンに侵攻したソ連に対するアフガンの武力抵抗、さらには 1991 年の湾岸戦争などを挙

げることができる。これらの事例に共通しているのは、核保有国に戦いを挑んだ非核

兵器国が未曾有の殺傷力や破壊力を有するために使用し難いという核兵器の短所を知

悉していたことであろう。他方、核保有国は、上記の紛争の幾つかにおいて核兵器の

使用を検討したこともあったが、いずれのケースにおいても、断念している。こうし

た事実は、核使用をめぐる道義的、政治的ハードルがいかに高いかを示している。核

使用に踏み切れなかった核保有国の姿勢にかんがみると、核兵器は平時にあっては政

治的兵器であり、戦時にあっても軍事的手段となりにくく、唯一軍事的手段となる公

算の高いシナリオは国家の存亡がかかる極限状態、すなわち「防御的且つ最後的手段」

として使用される場合であろう。そして国家の存亡がかかる究極的な自衛という極限

状態の下では、国際司法裁判所の勧告的意見が示唆しているように、先制使用、先制

不使用の違いは大きな問題にはなりにくいのである。 

                                                                                                                                                     
Proliferation: A Guide in Maps and Charts, 1998 (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for 
International Peace, 1998), p. 205; Joseph Cirincione et al., Deadly Arsenals: Tracking Weapons 
of Mass Destruction (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2002), p. 225
などを見よ。 
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